
復興事業計画
について
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市東日本大震災復興本部 

・復興計画の策定、復興事業の総
合調整 など 

市行政経営市民会議 

・市総合計画基本計画の策定及び
推進に関する事項 など 

 
（産業界、学術機関、まちづくり
団体等により構成） 

協働

作業 

（庁内組織） （外部組織） 

市行政経営会議 

・市総合計画に基づく重要施策等
の審議及び調整 など 

「復興」「まちづくり」の推進 

１ 復旧・復興計画の構成 
⑴ 復興ビジョン（平成 23 年 9 月策定） 

復興に向けた基本方針や主要な施策などを

示したものです。 
  ［10 年間：平成 23 年度から 32 年度まで］ 

⑵ 復旧計画（平成 23 年 10 月策定） 

道路、河川、橋梁、公共施設など各分野の

「復旧」までの作業工程を示したものです。 
  ［3 年間：平成 23 年度から 25 年度まで］ 

⑶ 復興事業計画（平成 23 年 12 月策定） 

復興ビジョンに基づき、具体的な取組みや

主要な事業を示すものです。 
  ［5 年間：平成 23 年度から 27 年度まで］ 
 

２ 復興事業計画の位置付けと見直し 
  未曾有の複合災害からの復興に向け、今後、本計画に基づき、早急に様々な取組みを

進めてまいります。 
しかしながら、現時点では、本計画との整合を図るべき国の第３次補正予算等に位置

付けられた事業や、県の復興計画に位置付けられた事業等に係る制度の詳細が、必ずし

も明らかではありません。 
従って、これらの状況が明らかになる中で、本計画に位置付けた事業の見直しが求め

られる場合や、新たに取り組むべき事業等が生じた場合については、的確に復興を推進

する観点から、柔軟な対応を図るほか、必要に応じ計画の見直しを行います。 
 

３ 復興事業計画の進行管理等 
  復興を着実に推進していくためには、本計画の進行状況について、庁内だけで管理す

るのではなく、各界、各層の代表者をはじめ、高等教育機関や関係団体等の皆様との連

携を強化するとともに、広く市民の皆様と情報を共有していく必要があります。 
従って、新・市総合計画の推進等を図るために設置される「市行政経営市民会議」を

活用し、復興を含めた本市の新しいまちづくりの推進状況を管理するほか、幅広く市民

の皆様に情報の提供を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

復旧計画 復興事業計画 

（復興に向けた基本方針や主要な施策） 

（復旧までの作業工程） 

復興ビジョン 

（復興ビジョンに基づ

く具体的な取組み） 



○復興事業計画に係る総事業費の見込み

（単位：百万円）

取組の柱 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 5年合計

取組の柱１ 9,754 710 2,484 4,078 10,295 27,321

取組の柱２ 2,474 2,785 2,813 3,088 3,298 14,458

取組の柱３ 273 580 566 576 545 2,540

取組の柱４ 7,576 6,575 6,370 6,475 6,174 33,170

取組の柱５ 12 19 19 19 19 88

合計 20,089 10,669 12,252 14,236 20,331 77,577

※事業費については、あくまで概算費用であり、今後、国・県の制度の動向や事業内
容の変更等により、大幅に変動する可能性があります。

※上記の事業費には、現時点で積算が困難な事業の費用は含めておりません。
　特に、巨額の事業費を伴う「モニタリング」、「除染」、「被災市街地復興土地区
画整理」、「防災集団移転」などの事業については、国の制度等が明らかになり次
第、積算することとなりますが、その財源については、概ね国費等が確保される見込
みとなっています。
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